
要綱第５６号

宇和島市サテライトオフィス開設促進事業補助金交付要綱を次のように定める。

令和 ４ 年 ３ 月３０日

宇和島市長 岡 原 文 彰

宇和島市サテライトオフィス開設促進事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、企業が取り組む多様な働き方を促進し、本市における産業の振

興及び雇用機会の拡大を図るため、市内にサテライトオフィスを開設する者に対し、

予算の範囲内において宇和島市サテライトオフィス開設促進事業補助金（以下「補

助金」という。）を交付することについて、宇和島市補助金等交付規則（平成１７

年規則第４７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

（１） 企業 営利の目的をもって事業を営む法人をいう。

（２） 本社機能 企業の経営方針に関する意思決定、経営資源の管理、各種業務

の総括、研究開発、情報処理等を行う機能をいう。

（３） 拠点事務所 当該企業の本社その他事業活動の拠点となる事務所をいう。

（４） サテライトオフィス 企業が市内に新たに設置する本社機能の一部を持っ

た事務所であって、従業員が市外の拠点事務所の業務等を行う就業場所をいう。

（５） 新規雇用従業員 常用雇用者（雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）

第４条第１項に規定する被保険者等で、１週間の所定労働時間が３０時間以上の

者をいう。）として新たに採用され、かつ、引き続き雇用される者をいう。

（指定事業者）

第３条 市長は、次の各号のいずれにも該当する企業を、補助金の交付を受けること

ができる者（以下「指定事業者」という。）として指定することができる。

（１） 市内の企業と連携してデジタル技術を活用しながら地域の産業創出に取り



組む見込みのある企業であること。

（２） サテライトオフィスを操業開始してから３年以内に市内に住所を有する新

規雇用従業員を３人以上雇用する見込みのある企業であること。

（３） サテライトオフィスとして３年以上継続して維持、又は運営される見込み

の企業であること。

（４） サテライトオフィスに役員又は従業員（常用雇用者に限る。）を２人以上

置く企業であること。

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、指定事業者とし

ないものとする。

（１） 同一の事業に対して、国又は地方公共団体等から他の補助、助成等の交付

を受けている者

（２） 市税を滞納している者

（３） 公序良俗に反する事業を行う者

（４） 前各号に掲げる者のほか、市長が不適当と認めるもの

（補助対象事業等）

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、補助率、補

助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助限度額は、

別表に掲げるとおりとする。

（補助金の額）

第５条 補助金の額は、別表の規定により算出して得た額とする。

２ 前項の規定により算出した額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを

切り捨てるものとする。

（指定の申請）

第６条 第３条に規定する指定の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）

は、サテライトオフィスの操業開始前に、指定事業者指定申請書（様式第１号）に

次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

（１） 事業計画書

（２） 会社概要、定款の写し、登記事項証明書及び直近の３事業年度の決算書

（３） 直近の市税の納税証明書

（４） 補助対象経費に係る見積書の写し

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

２ 前項各号に掲げる書類のうち、市長が特に認めたものについては、その提出を省

略することができる。

（指定事業者の通知）



第７条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、指定事業者の

指定を行うことを決定したときは、指定事業者通知書（様式第２号）により、申請

者に通知するものとする。

（操業の開始）

第８条 指定事業者は、サテライトオフィスの操業を開始したときは、操業開始の日

から３０日以内に操業開始届（様式第３号）を市長に提出しなければならない。

（変更等の届出）

第９条 指定事業者は、第６条の規定による申請の内容を変更等しようとするときは、

指定事業者変更（中止）届（様式第４号）にその事実を確認できる書類を添付して

届け出るものとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

２ 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたとき

は、指定事業者変更（中止）承認通知書（様式第５号）により指定事業者に通知す

るものとする。

（指定の承継）

第１０条 合併、分割、営業譲渡その他の事由により指定事業者の指定を承継しよう

とする者は、指定承継申請書（様式第６号）にその事実を確認できる資料を添付し

て速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

２ 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたとき

は、指定承継承認通知書（様式第７号）により指定の承継を申請した者に通知する

ものとする。

（指定の取消し等）

第１１条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定

を取り消し、補助金交付を中止するとともに、既に交付した補助金の全部若しくは

一部を返還させ、又はそれにより生じた損害の全額若しくは一部を賠償させること

ができる。

（１） 指定事業者の指定後１年以内にサテライトオフィスを操業しないとき。

（２） 補助金の交付に係るサテライトオフィスを正当な理由なく操業開始日から

起算して３年以内に休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態に至った

とき。

（３） 市税を滞納したとき。

（４） 虚偽その他不正な手段により指定事業者の指定を受け、補助金の交付を受

けたことが判明したとき。

（５） 前各号に掲げる場合のほか、指定事業者の指定を継続することが不適当で

あると市長が認めたとき。



２ 市長は、前項の規定により指定事業者の指定を取り消したときは、指定事業者指

定取消通知書（様式第８号）を交付するものとする。

（交付申請）

第１２条 指定事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、現に賦課されてい

る市税（申請時点において納期が到来しているものに限る。）を完納した日以降に、

補助金交付申請書（様式第９号）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなけれ

ばならない。

（１） 事業実施報告書

（２） 直近の市税の納税証明書

（３） 賃金台帳の写し（新規雇用従業員）

（４） 雇用通知書の写し（新規雇用従業員）

（５） 雇用保険の被保険者であることが分かる書類

（６） 直近事業年度の決算書の写し

（７） 補助金の計算に必要となる資料及びその支払を確認できる資料の写し

（８） 前各号に掲げるもののほか、参考資料として市長が必要と認める書類

２ 前項各号に掲げる書類のうち、市長が特に認めたものについては、その提出を省

略することができる。

３ 指定事業者は、前２項の規定による申請をするに当たり、補助対象経費から当該

経費に係る消費税及び地方消費税相当額を差し引かなければならない。

（補助金の交付決定）

第１３条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認め

たときは、補助金交付決定通知書（様式第１０号）により通知するものとする。

（報告及び調査）

第１４条 市長は、この要綱の施行に必要な範囲において、第６条の規定による申請

を行った者又は指定事業者に対して、操業状況、経理状況等について報告を求め、

監査をし、又は調査をすることができる。

（関係書類の整備及び保存）

第１５条 指定事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補

助事業終了年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。

（その他）

第１６条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が

別に定める。

附 則



（施行期日）

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

（失効）

２ この要綱は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。

（経過措置）

３ この要綱の失効の日以前に第７条の規定により指定事業者の指定を受けた者につ

いては、この要綱の規定は、失効後もなおその効力を有する。

別表（第４条関係）

区分 交付要件 １年度における交付額 交付期間 交付限度額

開設費 市内に事業所

等を有してい

ない企業が、

市内にサテラ

イトオフィス

を開設・運営

すること。

サテライトオフィスに

係る建物の改修、購入

又は新築及び設備機器

の購入に要する経費の

２分の１以内の額

操業開始時 ６００万円

運営費 サテライトオフィスに

係る建物の賃借料（敷

金、権利金、共益費、

その他これらに類する

費用を除く。また、事

業所以外の施設を併設

している場合は、事業

所部分のみを対象とす

る。）及び設備機器使

用料の２分の１以内の

額

１年度以内

雇用拡大支

援費

本市に住所を

有する新規雇

用従業員を引

き続き１年以

上雇用するこ

新規雇用従業員（２年

度目以降は、前年度ま

でに認定された雇用人

数からの純増員とす

る。）１人につき５０

３年度以内



備考 運営費及び雇用拡大支援費の基準日は操業開始日とする。

と。 万円



様式第１号（第６条関係）

指定事業者指定申請書

年 月 日

宇和島市長 様

申請者

所在地

法人名

代表者

指定事業者の指定を受けたいので、宇和島市サテライトオフィス開設促進事業補助

金交付要綱第６条第１号の規定により、関係書類を添えて申請します。

名称

所在地 宇和島市

業種

事業概要

操業開始予定日 年 月 日

従業員数等

（操業開始予定日時点）

企業全体 サテライトオフィス

役 員： 人

従業員： 人

役 員： 人

従業員： 人

新規雇用従業員の

雇用計画

年 月～ 年 月 年 月～ 年 月 年 月～ 年 月

人 人 人

補助対象経費（予定） １年目 ２年目 ３年目

開設費 円

運営費 円

雇用拡大支援費 円 円 円

合計 円 円 円



様式第２号（第７条関係）

第 号

年 月 日

指定事業者指定通知書

様

宇和島市長

年 月 日付けで申請があった指定事業者指定申請については、宇和

島市サテライトオフィス開設促進事業補助金交付要綱第３条の規定により指定するこ

ととしたので、宇和島市サテライトオフィス開設促進事業補助金交付要綱第７条の規

定により通知します。

名称

所在地 宇和島市

業種

事業概要

操業開始予定日 年 月 日



様式第３号（第８条関係）

操業開始届

年 月 日

宇和島市長 様

届出者

所在地

法人名

代表者

事業を開始したので、宇和島市サテライトオフィス開設促進事業補助金交付要綱第

８条の規定により届け出ます。

指定年月日・番号 年 月 日 第 号

操業開始年月日 年 月 日

従業員数 人（うち新規雇用従業員 人）

開始した

事業の概要



１ 新規雇用従業員の内訳書（操業開始日現在）

（注） この表で足りない場合には、複写又は別表等にして全員記載すること。

住所 氏名 年齢 性別
新規採用

年月日
備考



様式第４号（第９条関係）

指定事業者変更（中止）届

年 月 日

宇和島市長 様

届出者

所在地

法人名

代表者

年 月 日付で申請した指定事業者指定申請の内容を変更（中止）し

たいので、宇和島市サテライトオフィス開設促進事業補助金交付要綱第９条第１項の

規定により、関係書類を添えて届け出ます。

（注） 変更の内容を確認できる資料を添付すること。

指定年月日・番号 年 月 日 第 号

変更（中止）理由

変更（中止）年月日 年 月 日

変更事項

及び参考資料



様式第５号（第９条関係）

指定事業者変更（中止）承認通知書

第 号

年 月 日

様

宇和島市長

年 月 日付けで申請のあった事業計画等の変更（中止）について

は、次のとおり承認したので、宇和島市サテライトオフィス開設促進事業補助金交付

要綱第９条第２項の規定により通知します。

変更事項

変更前

変更後

変更（中止）理由



様式第６号（第１０条関係）

指定承継申請書

年 月 日

宇和島市長 様

申請者

所在地

法人名

代表者

指定事業者の指定の承継をしたいので、宇和島市サテライトオフィス開設促進事業

補助金交付要綱第１０条第１項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。

（注）申請の内容を確認できる資料を添付すること。

指定年月日・番号 年 月 日 第 号

異動理由

異動年月日 年 月 日

異動事項

及び参考資料



様式第７号（第１０条関係）

指定承継承認通知書

第 号

年 月 日

様

宇和島市長

年 月 日付けで申請のあった指定承継については、次のとおり承認

したので、宇和島市サテライトオフィス開設促進事業補助金交付要綱第１０条第２項

の規定により通知します。

承認事項

特記事項



様式第８号（第１１条関係）

指定事業者指定取消通知書

第 号

年 月 日

様

宇和島市長

年 月 日付けで行った指定事業者の指定について、宇和島市サテラ

イトオフィス開設促進事業補助金交付要綱第１１条第１項の規定により取り消したの

で、同要綱第１１条第２項の規定により通知します。

名称

所在地

支払済補助金

取消理由

補助金の返還

又は賠償等に

関する事項



様式第９号（第１２条関係）

補助金交付申請書

年 月 日

宇和島市長 様

申請者

所在地

法人名

代表者

補助金の交付を受けたいので、宇和島市サテライトオフィス開設促進事業補助金交

付要綱第１２条第１項の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。

名称

所在地 宇和島市

操業開始日 年 月 日

従業員数等

企業全体 サテライトオフィス

役 員： 人

従業員： 人

役 員： 人

従業員： 人

補助金交付申請日の

新規雇用従業員数
人

補助金交付申請額 補助対象経費 補助金の額

開設費 円 円

運営費 円 円

雇用拡大支援費 円 円

合計 円 円



１ 新規雇用従業員の内訳書（補助金交付申請日現在）

（注） この表で足りない場合には、複写又は別表等にして全員記載すること。

住所 氏名 年齢 性別
新規採用

年月日
備考



様式第１０号（第１３条関係）

補助金交付決定通知書

第 号

年 月 日

様

宇和島市長

年 月 日付けで申請のあった宇和島市サテライトオフィス開設促進

事業補助金の交付については、次のとおり決定したので、宇和島市サテライトオフィ

ス開設促進事業補助金交付要綱第１３条の規定により通知します。

補助金の区分 補助金の金額

円

円

円

合計金額 円

補助金交付年度 補助金の金額

年度 円

年度 円

年度 円

合計金額 円


